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（１）Ａ損害保険会社からの依頼内容

Ａ損害保険会社から依頼を受けたのが、このＢ君の後遺症の程度がどの程度かということ。

（２）一般的な知能テストについて

学童年齢で最も一般的な知能テストに鈴木－ビネー式がある。これは、被験児に問題を解答させる。得られた得点を、何才の通常児（知能年齢）なら得点可能かと判定しこれを分子として、被験児の実際の年齢（実際の暦の年齢）を分母としてパーセントで計算する。これが鈴木－ビネー式のIQとなる。
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一般的には、児童の知能の分布は正規分布をなし、一標準偏差は10-15と想定されている。つまり、おおざっぱに言って、IQ(85から115の間)に平均の68％の人が存在し、IQ(70から130の間)に平均の95％の人が存在し、IQ(55から145の間) に平均の99.7％の人が存在する。つまり、このＢ君のIQは54とか59であるため、1000人いれば、下から2ないし3番目という事になる。

(m =100, S = 15)

（３）Ｂ君の知能の推移

Ｂ君は、平成2年8月23日（2才11ヶ月）に重症頭部外傷に遭い、意識不明の状態がしばらく持続した。以下4回にわたり、鈴木－ビネー式の知能テストが行われている。

	実際の暦の年齢
	8才2ヶ月
	7才4ヶ月
	6才6ヶ月
	3才3ヶ月

	知能年齢
	4才10ヶ月
	4才4ヶ月
	3才6ヶ月
	2才2ヶ月

	IQ
	59
	59
	54
	67


以上の様に、外傷4ヶ月後から、5年間で4回追跡されていてほぼ一定の値を示している事から、今後急速に回復する事は困難と思われ、このＢ君のIQはほぼ60弱と思われる。

この値は、（２）の一般的な知能テストについてで示したように、正常人が1000人いれば、下から2ないし3番目という事で、非常に低い値という事になる。また、付録に示したように、軽度精神遅滞に属し、日常生活には支障はないが、社会適応には時に援助を必要とし、小学校は辛うじて卒業できるが中学以上の学力の取得は難しいという事になる。

（４）Ｂ君の日常生活

さて、実際のＢ君の日常生活を検討する。

先ず、現在通常の小学校に通っていて第4学年に属しているようであるが、実際の通信簿では、“算数と国語はクラスとは別に個別の学習”となり、算数では“1年生の内容を順次学習している。繰り上がりのある足算、繰り下がりのある引算を練習しています。”である。国語では、“ひらがな51音は読めるが、助詞「は」「へ」や拗音、促音の読み方や文節としての読み方は不完全である。…ひらがなは大体書けるが、鏡文字になる事がある。平易な言葉での日常生活は成立する。”などが、いわゆる通信簿に記載されている。体操の授業においても、“ハンディをつけてリレーを全力で取組みました。”と記載され、通常児童と同列の扱いを受けていない。

父親申請の日常生活表によると、“今何時ごろかわからない。今日は何日かわからない。一人で外出すると自宅がわからなくなる。右の手足の動きが不自由である。”などとなっている。

医師記載の後遺症診断書においても、“外傷性の知能障害あり、びまん性脳損傷による失調歩行”と記載されている。

上記の異なる3人の記載は、内容の差はあるが、良く一致している。また、これらの記載は（３）Ｂ君の知能の推移で記した知能テストの結果とも良く一致している。つまり、本来通常学級にはついていけない児童が親および学校などの周辺の協力のもとに、通常学級に就学しているという事であろう。

（５）Ｂ君の将来の予想

以上述べてきた事を総合するに、このＢ君が通常の中学校に進学することに多大の困難が伴う事が予想される。まして、通常の高校に進学する事は不可能であろうと推察される。

付録にあるように、このＢ君は軽度精神遅滞の状態である。つまり、日常生活は自立するであろうが、社会適応を援助なしで完全に成立させる事には困難が伴う事が予想される。もちろん、未だ学童でありこれからの回復が全く期待できないとは思わないが、医師記載の後遺症診断書に記されるように、“…改善の見込みなし。”というのは、一般的な見解と思われる。

肉体的および身体的なハンディキャップにもかかわらず、就業可能な部分もあると思われるが、何れにしろ多くの困難を伴う事は否めない。

（６）結論

さて、後遺症の等級であるが、障害認定必携によると、今回の事前認定の９級は、“服する事の出来る労務が相当程度制限されるもの”である。従ってＢ君が労務の種類を選択すれば通常人と同じ能力を持ちうるという事であるが、知的能力を考えるといかなる職業においても通常人と同程度は難しいと思われる。また、単純肉体作業を選択した場合も、失調が存在するために、やはり通常人と同程度は難しいと思われる。従って、障害の等級は少なくとも9級よりは大きいと思われる。

次いで、7級は“中等度の神経系統の機能または精神の障害のため精神身体的な労働能力が、一般平均人以下に明らかに低下しているもの”とされ、5級は“神経系統の機能または精神の障害のため終身にわたりきわめて軽易な労務の他服する事が出来ないもの”で、平均人の四分の一程度の労働能力しか残されていない場合とされている。このうち、どちらがよりＢ君の障害に近いと言う事であれば、今までのべた知的能力および身体的ハンディキャップを併せて考えると、通常の人の四分の一程度の能力しか持ちあわせていないと思われ、7級よりはむしろ5級に近いと思われる。但し、未だ9才の子供の将来をそこまで断定して捉える事には筆者自体もいささかの無理を感じる。

以上、結論としては、後遺症の障害等級は7級または5級が適当と推察される。

（７）付録：精神遅滞とその生活程度の分類
　従来，精神薄弱は知的欠陥の軽いものから軽愚，痴愚，白痴の3段階に分類されてきた。しかし、最近では，以下の4段階に分類するのが普通となってきた。これは，IQを指標としているが，単に知的障害のみで規定するのではなく，社会的自立度，介助の必要度が加味された分類といえる．

DSM-IV（アメリカ精神医学会）による分類

1)軽度精神遅滞 Mild Mental Retardation （IQ：50-55からおよそ70）

軽度精神遅滞は、“教育可能”という教育上のカテゴリーとして用いられてきたものとほぼ同じものである。この一群は、この障害を持つ者の最も多くの割合を占めている（約85％）。この一群、すなわちこの水準の精神遅滞を持つ人々では、典型的には就学前（0～5歳）に社会的または意志伝達能力が発達し、感覚運動領域にはあまり障害がなく、しばしば高年齢になるまで精神遅滞のない子供と区別されない。10代後半までに、彼らはおよそ6年生の水準の学業上の能力を得ることが可能である。成人期には、彼らは通常、最低限の自立をするのに十分な社会的および、職業的技能を得るが、非常な社会的または経済的ストレスにさらされた場合には、特に監督指導援助を要することがある。適切な援助があれば軽度精神遅滞の者は、通常地域社会の中で独立して、または監督された状況でうまく生活することができる。

2)中等度精神遅滞　Moderate Mental Retardation （IQ：35-40から50－55）

中等度精神遅滞は、”訓練可能”という教育上のカテゴリーとして用いられていたものとほば同じものである。この古い用語は、中等度精神遅滞の者が教育制度から利点を得ることができないという悪い印象を与えているので、使うべきではない。この一群は、精神遅滞をもつ者全体のおよそ１０％を占めている。この水準の精神遅滞をもつ者のほとんどは、小児期早期に意志伝達能力を獲得する。彼らは、職業訓練から得るものがあり、中等度の監督の下で身の回りに注意することができる。社会的、職業的技能訓練からも利益を得ることができるが、学業的課題については小学校2年をこえる水準まで達することはあまりない。よく知った場所には１人で旅行することを覚えることもある。青年期には、社会的慣習を認識することが困難で、それが仲間関係の妨害になるかもしれない。成人になると多くの者は、保護工場または一般の職場で監督の下にに、熟練を要しない、またはいくらか熟練を要する仕事を行うことができる。通常彼らは監督された状況の下で、地域社会での生活によく適応する。

3)重度精神遅滞　Severe Mental Retardation  （IQ：20－25から35－40）

重度精神遅滞を伴う一群は、精神遅滞をもつ者の3－4％を占める。小児期早期には、彼らは意志伝達のできる会話はほとんどまたは全く獲得しない。学齢期には、彼らは人に話すことを覚え。基本的な自己管理の技能を訓練することができる。彼らは、簡単な文字に親しむ、単純な数を数えるなど学齢期前の課題の指導からは、ごくわずかしか獲得できないが、いくつかの“身を守る”単語を見てその形を覚える程度の技能は習得できる。成人期には、彼らは十分監督された状況で単純な作業を行うことができるかもしれない。ほとんどは、専門的な看護やその他の介護を要するような社会的不利を伴わなければ、地域社会、グループホームまたは家族と一緒に生活によく適応する。

4)最重度精神遅滞　Profound Mental Retardation  （IQ：20－25以下）

最重度精神遅滞を伴う一群は、精神遅滞をもつ者のおよそ1～2％を占める。この診断を持つもののほとんどで、その精神遅滞を説明できる神経疾患が同定される。小児期早期の間、感覚運動機能にかなりの機能不全を示す。持続的な援助と監督および、世話をしてくれる人との個別的関係のある高度に構造化された環境の中では、最も良好な発達が起こるかもしれない。運動発達、自己管理と意志伝達の能力は、適切な訓練が与えられれば改善することがある。非常によく監督され保護された状況で単純作業を行うことができるものもいる。






